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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 　 ○ 新任 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ ○ 有

5 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

6 社外取締役 ○ ○ 有

7 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

8 社外取締役 ○ ○ 有

9 社外取締役 ○ 　 ○ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

藤井　眞理子

加藤　薰

前ラトビア国駐箚特命全権大使である藤井 眞理子氏は、東京証券取引所が定める独
立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たし
ております。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

本田　桂子

新貝 康司

トビー・S・マイヤソン

松山 遙氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める
「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、日比谷パーク法律事務所のパートナーを務めておられますが、
同事務所と当社との間には顧問契約はなく、同氏が当社取締役に就任した2014年度
以降、取引はありません。また、同氏が当社取締役に就任する前の2013年度には同
事務所と当社との間に法的助言等に関する取引がありましたが、取引額は2百万円未
満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

前世界銀行グループ Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)長官 CEOである本
田 桂子氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める
「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2020/5/29

独立役員届出書の
提出理由

番号

2020/6/29

コード株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306

定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

松山    遙

野本　弘文

山手    章

該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５）

加藤 薰氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める
「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、NTTドコモの相談役を務めておられますが、同社と当社グルー
プとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の
1%未満であります。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

番号

タリサ・ワタナゲス

 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） 
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5

6

7

8

9

４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

山手 章氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める
「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は過去にあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員を務
めておられましたが、2013年6月に同監査法人を退職しており、退職後は同監査法人
の運営には関与しておりません。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

新貝 康司氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定め
る「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、過去に日本たばこ産業株式会社の代表取締役副社長を務めておられま
したが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高
及び当社連結業務粗利益の1%未満であります。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

タイの元中央銀行総裁であるタリサ・ワタナゲス氏は、東京証券取引所が定める独立
性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たして
おります。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

【社外取締役の独立性判断基準】
1．（1）当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）ではなく、かつ、その就任の前
　　　　10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
　　（2）その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがある
　　　　ものを除く。）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2．（1）当社若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者では
　　　　なかったこと
　　（2）当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3． コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者
　　ではなく、当社を主要な取引先（注3）とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと
4． 当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内
　　の親族ではないこと
5． 当社の現在の主要株主（注4）又はその業務執行者ではないこと
6． 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
（注1）「主要子会社」：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
（注2）「主要な取引先」：年間連結売上高（当社の場合年間連結業務粗利益）の2％以上を基準に判定
（注3）「主要な取引先」：年間売上高の2％以上を基準に判定
（注4）「主要株主」：総議決権の10%以上を保有する株主

※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。

トビー・S・マイヤソン氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、ま
た、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPのパートナーでグロー
バルM&A部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職
しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が
2017年1月に設立したビジネスアドバイザリー会社であるLongsight Strategic
Advisors LLCのチェアマン & CEOを務めておられますが、同社と当社との間における
取引はありません。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。

野本 弘文氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定め
る「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
なお、同氏は、現在、東急の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グ
ループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利
益の1%未満であります。
上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立
役員として指定しております。
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